
視点２ ＤＸ・データ活用

行政運営の基本方針（素案）について

＜本市の構造＞
生産年齢人口減、高齢者人口増、市税収入減、社会保障経費増

＜市民生活や意識の変化＞
デジタル化、ライフスタイル・働き方・価値観・地域コミュニティの変化

＜行政を担う横浜市役所の現状＞
人事給与制度の運用等、行財政改革の実行、協働・共創の推進

現
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認

識

「財政」を土台とし、「政策」の実現を支えていくため、
「組織・人材」「運営の仕組み」について、
全職員が共通の認識に立って進めるための方針

2030年頃に向けた今後10年程度の市役所の運営方針
今後４年間の目標、指標、主な取組は中期計画に明記
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行政運営の基本方針 ～持続可能な市政を担う「組織・人材」「運営の仕組み」のイノベーション～

行政運営の
基本方針

中期計画

行

政

運
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の

基

本

方

針

こ
れ
か
ら
の
行
政
運
営

○ 行政運営の基本方針（素案）は、骨子案の公表後、引き続き議論を重ね、常任委員会でのご意見を反映するなど、整理を進めました。（骨子案50ページ、素案61ページ）

Ⅰ 持続可能な市政に向けた『３つの市政方針』のもと、市政

を担う組織・人材が、「市民目線」「スピード感」 「全体最

適」を重視し、行政サービスを提供

Ⅱ 「人事異動・育成・研修・評価」「組織再編」等をより効果

的・効率的に機能させ、職員の意欲向上、能力・専門性

発揮の最大化を図り、適正な業務遂行能力や課題解決

力を高め、チームイノベーションが向上

重点１ 組織の最適化と職員の能力・役割発揮の最大化

めざす姿

・基礎自治体の職員として、「市民目線」と「スピード感」をもって行動
・平和と人権、多様性を尊重し、誠実・公平・公正に行動
・あらゆる施策において、ＳＤＧｓを重視し、取り組む
・協働・共創のマインドを持って、取り組む
・透明性を確保するため、市民の皆様の立場に立った迅速・正確な“伝わる”情報発信と、市政情
報の積極的な「見える化」を実施

○平和 ○人権 ○共生 ○男女共同参画 ○コンプライアンス 等員行動基準

・「財政ビジョン」「中期計画」「行政運営の基本方針」を『３つの市政方針』として位置づけ、明日をひら
く施策を推進しつつ、現役世代はもとより、子どもたちや将来の市民に負担を負わせない行政運営
を推進
・そのために、ＢＰＲ※1による行政サービスの向上や業務の効率化、ＤＸ・データ活用の推進、施策・事
務事業評価の再構築、柔軟な組織体制の構築等を行い、行政運営を推進
・庁内のガバナンスを効果的に機能させながら、効率的なマネジメントを実施

○ＢＰＲ ○ＤＸ・データ活用 ○区民・市民意識調査 ○施策・事務事業評価 等

基本的な考え方

基礎自治体として、ゆるぎない理念を実践する信頼ある行政運営 持続可能な市政に向け、『３つの市政方針』を重視した責任ある行政運営

・限られた経営資源の中で、市民・社会の要請に即応できる組織体制
を構築

・職員の能力・役割が存分に発揮され、職員一人ひとりが生き生きと
市政課題や業務に取り組めるよう、組織全体のパフォーマンス及び
職員の成長機会の創出やモチベーション向上の視点で、人事・評価
の仕組みをアップデート

・「人材こそが最も重要な経営資源」であることを念頭におき、不断
の人材育成に取り組み、職員一人ひとりの能力・スキルを向上 等

・政策と財政をつなぎ・担い・支える「組織再編、人事
（登用、育成、評価等）の仕組み・運用の改善・充実」

・職員の人材育成・健康に関する取組の推進と多様
な働き方やワークライフバランスの仕組み・環境の
改善

・社会環境の変化等を踏まえたこれからの採用
・職員定数の適正管理と総人件費の抑制

主な理念・仕組み

<P４･５>

<P6～10>

<P11～13>

<P14～19>

主な理念・仕組み

基本的な考え方

考え方 主な取組の方向

※1 BPRとは、業務内容や業務フロー、組織構造などを見直し、再構築することをいう



＜ＰＤＣＡと振り返りの主な仕組み＞
・「中期計画→予算編成→執行→決算・事務事業評価」のデータに基づくＰＤＣＡの展開
・『３つの市政方針』「ＤＸ戦略」と毎年度の各区局の運営方針等によるＰＤＣＡ
・「予算編成-執行‐評価‐歳出改革」の庁内マネジメントの再構築と実践
・予算案・決算の審議、「中期計画」振り返り ・広報・広聴、市民・区民アンケート

住民自治の充実※2と協働・共創による地域の更なる活性化

Ⅰ 規模と能力に見合う権限と財源を持ち、より充実した行政

サービスが提供できるよう、「特別市※3」制度の実現に向

けて取り組む。住民自治を充実し、市民満足度が向上

Ⅱ 地域・企業など多様な主体と連携し、様々な分野で協働・

共創を推進。地域社会における多様な主体の活動が活性

化するとともに、更なる参画が促進されることで、市民生

活の質を向上させ、地域経済が豊かになる

実
践
の
仕
組
み
等

・令和４年第４回市会定例会
「行政運営の基本方針」原案の説明

・令和４年12月末頃
「行政運営の基本方針」の確定

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

「中期計画※4」の中で、「行政運営の基本方針」
を踏まえた、 今後４年間の目標、指標、主な取
組を設定

※4 ８月：素案
９月:パブリックコメント
12月頃：原案

Ⅰ 時代の変化に対応する業務の最適化やデータに基づく財

政運営・政策展開の推進等により、限られた経営資源の

中でも必要な行政サービスを持続的に提供し、市民満足

度が向上

Ⅱ 歳出改革を進めながら必要な施策を進めつつ、 戦略的・

総合的な政策展開等による税源涵養等に取り組み、臨時

財源に依存しない安定的な予算構造を確立

行政サービスの最適化 ～事業手法の創造・転換～重点２

重点３
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視点１ 職員の意識改革

視点２ ＤＸ・データ活用

・「行政」を変えていくのは、一人ひとりの職員。厳しい財政状況や市民ニーズが絶えず変化していることをしっかりと認識し、「市民目線」「スピード感」「全体最適」を重視し、自分事として取り組む
・前例にとらわれず新たな発想や取組にチャレンジすることで、課題を解決し、新しい価値を創造していく「創造・転換」＝「イノベーション」に取り組む
・経営責任職は、変革期こそ強いリーダーシップが求められることを認識し、自ら意識改革を図り、マネジメントすることで、全職員の「意識」「思考」「行動」の変革を推進
・職員一人ひとりが専門性を高めて、課題解決に取り組むとともに、縦割りの課題解決にならないよう、「全体最適」を目指して全体を把握・調整する力を養う
・ＤＸの推進等も踏まえて、業務の効率化に取り組み、職員一人ひとりの生産性の向上を図るとともに、ワークライフバランスや多様で柔軟な働き方の実現に向けて取り組む 等

・あらゆる事務事業において、デジタル化を前提に議論・検討し、手続のオンライン化や業務の自
動化などにより労力を削減し、時間を生み出す。これにより、行政サービスの向上・改善、業務
の効率性の向上、コストの適正化につなげる

・徹底した「市民目線」でサービス・仕組みを設計し直し、新たなかたちや価値を「創造・転換」
・庁内ネットワーク環境の整備やクラウドサービスの活用などにより、「場所を選ばないワークスタ
イル」を実現するとともに、組織を超えた連携を推進 等

基

本

姿

勢

視点３ 公民連携

・限られた資源の中で複雑化・多様化する課題に対応し、市民の皆様の満足度を高めていくため
に、多様な主体との協働・共創に取り組む

・各主体がもつ技術やノウハウ等を最大限発揮していただきながら、公的サービスの提供や市民
の皆様の課題の解決を行っていくという発想へと、これまで以上に「創造・転換」を推進

・社会課題の解決を目指し、様々な民間事業者との連携を進め、相互の知恵とノウハウを結集し
て新たな価値を創出する「共創」に積極的に取り組む 等

・歳出ガバナンスの強化による歳出改革の推進
（「政策－施策－事務事業」の体系化と評価制度の再
構築等）

・データに基づく財政運営・政策展開の組織への定着
と人材育成の推進

・戦略的・総合的な財源充実策の展開
・公共施設の適正化の推進

・不断の業務改革とＤＸ・公民連携等の手法を活用しながら、限られ
た経営資源を効果的・効率的に活用し、得られる成果を最大化

・政策・施策への結びつきを構造化・見える化し、目的や効果に着目
した施策の優先順位づけなどにより、更なる「選択と集中」を推進

・根拠（エビデンス）に基づく政策形成（ＥＢＰＭ）の定着
・ＤＸ等の推進により、利便性・満足度の向上と、行政の効率化と行
政コストの適正化を推進

・税源涵養策や新たな財源の創出等による安定的な財源確保 等

・より効率的・効果的な行政運営や積極的な政策展開ができるよう、
「特別市」制度の創設を目指す

・住民に身近な行政サービスを住民により近いところで行えるよう、
区行政の更なる見直し・強化を推進

・地域課題の多様化・複雑化が進む中で、多様な主体と行政が、主体
的・継続的に課題解決などに向けて、「協働」により取り組む

・「共創」をより推進することで、地域課題の解決や地域経済の活性
化につなげる 等

・住民自治の充実や区行政のあり方検討
・「特別市」制度の実現に向けた制度要望の継続
・多様な主体との更なる連携強化と適切な支援の展開
・市内外の企業・団体などの多様な主体との更なる
連携強化やオープンイノベーションの推進

※2 住民自治の充実とは、「横浜特別自治市大綱」における「区における住民自治の強化」（住民代表機能、住民参画と協働の充実）をいう
※3 「特別自治市」の通称として、「特別市」を使用する

<P20～29>

<P30～38>

<P39～41> <P42>

めざす姿 考え方 主な取組の方向

めざす姿 考え方 主な取組の方向
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2022年
3,772,029

(対前年比▲4,257)



（年度）















１ 『信頼ある行政運営』『責任ある行政運営』の推進に向けて、
「行政運営の基本方針」の「３つの重点」を設定

２ 横浜市役所・職員が、「行政運営の基本方針」を進めていくうえでの
基本姿勢として「３つの視点」を設定
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2022年
3,772,029

(対前年比▲4,257)



（年度）



(億円）

2030年度 2040年度 2050年度 2060年度 2065年度

高位 ▲ 559 ▲ 984 ▲1,303 ▲1,594 ▲1,806

中位 ▲ 526 ▲ 962 ▲1,288 ▲1,571 ▲1,788

低位 ▲ 487 ▲ 929 ▲1,264 ▲1,539 ▲1,759
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（累計活用額）

実際に基金にある残高

（予算）（見込）

（年度）

（億円）







so-gm-inv@city.yokohama.jp

※１ 「市民意識調査」の「生活価値観」の調査において、「そう思う」「どちらかといえばそう思う」の合計値の、令和３年度と過年度の差を示したもの。
過年度は、主に平成12年度を用いているが、平成12年度に調査を行わなかった項目は、表のカッコ内の年度を用いている。
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(%)

以前のほうが強かった価値観以前より強まっている価値観
R3 58.2 56.4 73.8 81.1 57.3 63.6 40.4 47.3 22.8 59.1 19.8 24.3 25.3 30.4

H12 42.6 41.0
(H28)

58.9
(H28)

73.5 54.3
(H28)

60.7 40.0
(H29)

50.9 34.3 71.6 32.9 40.7
(H８)

43.0 50.3
(H２)

※２ 平成12年度の質問項目は「これからは結婚しない生き方も当たり前になる」であった。





H29 H30 R元 R2 R3





（人）
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職員定数 非常勤職員等

※１ 職員定数は、横浜市職員定数条例第２条第１項各号に規定する定数の合計です。
※２ 非常勤職員数等は、会計年度任用職員（旧一般嘱託員）、消防職員の再任用短時間勤務職員及び再雇用嘱託員

（Ｈ26～Ｒ元）の合計数値です。
※３ 県費負担教職員の本市移管に伴い、平成29 年度から、教職員を職員定数に含めています。



※ 事務職のみ（大学卒程度採用試験、高校卒程度の採用試験及び社会人採用試験の合計）
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Q16. 人事考課は人材育成や能力開発に役立っている 2.41 2.41 0.00

Q17. 仕事の実績だけでなく、仕事のやり方・姿勢も評価さ

      れている
2.65 2.65 0.00

Q18. 人事考課の結果は、適正に昇任や昇給に反映されて

      いる
2.49 2.51 ▲ 0.02

Q19. 人事給与制度は、意欲ややる気に応えるものとなって

      いる
2.31 2.32 ▲ 0.01

Q20. 人事異動は自分のキャリア形成（適性開発・能力活用）

      につながっている
2.60 2.59 0.01
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17.1

11.8



Q21. 仕事と生活の両方が充実し、バランスが取れている 2.86 2.84 0.02

Q22. 現在の実労働時間は適切である 2.93 2.90 0.03

Q23. あなたの職場は休暇を取得しやすい環境である 3.07 3.01 0.06

Q24. 職場のオフィス環境（施設・設備面）はよい 2.60 2.40 0.20

労

働

環

境

55.3
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18.5

23.1

33.8
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16.9

14.8

26.2

6.1

6.4

6.1

16.8



Q26. 仕事の進め方や仕事そのものの見直しにより、業務の

      効率化が図られている
2.43 2.42 0.01

Q27. 業務の効率化に向けて、ＩＴの活用が進んでいる 2.19 2.30 ▲ 0.11

Q28. あなたの職場には無駄な仕事・手続きがある （注） 2.25 2.28 ▲ 0.03

Q29. あなたの職場では事業・業務のコストを意識して行動

      している
2.59 2.63 ▲ 0.04
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※ 協働事業とは、市民等と本市が協働の６原則（横浜市市民協働条例
第８条に規定）に則って取り組んだ事業のことをいいます。
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